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財
政
金
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委
員
会
）

道
路
整
備
費
の
財
源
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

要
旨

本
法
律
案
は
、
道
路
の
交
通
安
全
の
確
保
、
生
活
環
境
の
改
善
に
資
す
る
た
め
、
道
路
整
備
費
に
充
て
る
こ
と
等
道
路
整
備

費
の
財
源
に
関
す
る
特
例
そ
の
他
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
法
律
の
題
名
を
「
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

二
、
道
路
整
備
費
の
財
源
の
特
例
措
置
等

１

揮
発
油
税
等
の
収
入
額
の
予
算
額
に
相
当
す
る
金
額
を
毎
年
度
道
路
整
備
費
に
充
当
す
る
道
路
整
備
費
の
財
源
の
特
例

措
置
を
十
年
間
延
長
し
、
平
成
二
十
年
度
以
降
十
箇
年
間
と
す
る
。

２

揮
発
油
税
等
の
収
入
額
の
予
算
額
に
相
当
す
る
金
額
が
各
年
度
に
お
い
て
道
路
整
備
費
の
予
算
額
を
超
え
る
場
合
に

は
、
超
過
額
の
全
額
を
当
該
年
度
の
道
路
整
備
費
に
充
て
る
必
要
は
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
の
道
路
整
備
費
へ
の

未
充
当
相
当
額
に
つ
い
て
は
翌
年
度
以
降
の
道
路
整
備
費
に
充
当
可
能
な
も
の
と
し
て
措
置
す
る
。
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３

国
土
交
通
大
臣
は
、
平
成
二
十
年
度
以
降
十
箇
年
間
に
行
う
べ
き
道
路
整
備
事
業
の
量
の
案
を
作
成
し
て
閣
議
の
決
定

を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
閣
議
決
定
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化

を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
道
路
整
備
事
業
の
量
の
変
更
の
案
を
作
成
す
る
。

三
、
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
道
路
の
舗
装
、
改
築
に
関
す
る
国
の
負
担
又
は
補
助
の
割
合
の
特
例
措
置
の
適
用
期
間
を
十
年

間
延
長
し
、
平
成
二
十
年
度
以
降
十
箇
年
間
と
す
る
。

四
、
揮
発
油
税
の
収
入
額
の
一
部
を
地
方
公
共
団
体
に
交
付
す
る
地
方
道
路
整
備
臨
時
交
付
金
の
交
付
期
間
を
十
年
間
延
長
し
、

平
成
二
十
年
度
以
降
十
箇
年
間
と
す
る
と
と
も
に
、
交
付
金
対
象
事
業
に
都
道
府
県
等
が
管
理
す
る
一
般
国
道
の
改
築
又
は

修
繕
に
関
す
る
事
業
を
追
加
す
る
。

五
、
地
方
道
路
整
備
臨
時
貸
付
金
制
度
の
創
設

国
は
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
当
該
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
る
直
轄
事
業
、
補
助
事
業
及
び
地
方
道
路
整
備
臨
時
交

付
金
対
象
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
の
一
部
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
地
方
道
路
整
備
臨
時
貸
付

金
制
度
を
設
け
る
。
地
方
道
路
整
備
臨
時
貸
付
金
の
貸
付
決
定
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
し
、
償
還
期
間

は
二
十
年
（
五
年
以
内
の
据
置
期
間
を
含
む
。
）
以
内
と
す
る
。
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六
、
高
速
道
路
利
便
増
進
事
業
の
創
設

１

政
府
は
、
高
速
道
路
株
式
会
社
が
行
う
高
速
道
路
利
便
増
進
事
業
（
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
等
の
整
備
に
関
す

る
事
業
及
び
区
間
を
限
っ
た
高
速
道
路
の
料
金
の
引
下
げ
措
置
）
の
実
施
の
た
め
に
必
要
と
な
る
高
速
道
路
貸
付
料
の
額

の
減
額
を
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
行
う
こ
と
と
し
た
場

合
に
、
機
構
の
債
務
の
一
部
を
一
般
会
計
に
お
い
て
承
継
す
る
。

２

１
に
よ
る
債
務
の
承
継
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
機
構
及
び
高
速
道
路
会
社
が
高
速
道
路
利

便
増
進
事
業
に
関
し
て
作
成
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
同
意
し
た
計
画
に
定
め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
行
う
。

３

政
府
が
承
継
し
た
機
構
債
券
等
に
つ
い
て
、
国
債
に
関
す
る
法
令
の
適
用
等
そ
の
他
所
要
の
規
定
を
設
け
る
。

七
、
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


